
 

 

 

物件売買契約書 

令和 年  月  日 

 

 

 

甲 発注者        秋田県知事 鈴木 健太  印 

              

 

 

乙 受注者 住 所  

商号又は名称  

氏    名  

 

 

 

   次の物件の売買について、秋田県財務規則を遵守の上契約を締結し、その証として、 

本書２通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。 

 

 １ 契 約 金 額       ￥       

 

   うち取引に係る消費税額   ￥       

及び地方消費税額 

 

２ 物件名、規格・品質等 

物件名 規格・品質 数量 単位 単価 金額 摘要 

       

消費税額及び

地方消費税額 
  ％    

計       

 

３ 納入期限   令和  年  月  日 

４ 納入場所   秋田県 農林水産部 森林環境保全課 

 ５ 契約保証金           

 ６ 契約保証金の納付時期及び方法  

 ７ 契約不履行の場合における契約保証金の処分  

 ８ 契約事項   次のとおり 
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契約事項

（納入及び検査）

第１条 乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。

２ 甲は前項の通知を受けた日から10 日以内に、乙の立ち会いのもとに検査を行い、検査に合格したも

のについては、その引渡しを受けるものとする。

３ 乙は、前項の検査において不合格となった場合は、速やかに補修し、又は代品と取り替えて再検査

を受けなければならない。この場合においては、前２項の規定を準用する。

４ 乙は、あらかじめ甲の承認を得た場合においては、物品を分割納入することができる。この場合に

おいては、第１項から第３項までの規定を準用する。

５ 甲は納入物品の検査において、手直し、補強又は交換させる必要のあるときは、その翌日から再検

査に合格した日までの日数を遅滞日数として履行遅滞違約金を徴収する。

この場合において、第８条の規定を準用する。

（中間検査）

第２条 甲は、必要があるときは、中間検査を行い、又は納入計画その他必要と認める事項について、

乙に報告を求めることができる。

（代金の支払）

第３条 甲は、物品の引渡しを受けた後において、乙の適法な支払請求書を受理した日から30 日以内に

代金を支払うものとする。

（危険負担）

第４条 第１条第２項から第４項までの引渡し前に生じた物品についての損害は乙の負担とする。ただ

し、甲の責に帰すべき理由による場合は甲の負担とする。

（契約不適合責任）

第５条 乙は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態（以下「契約

不適合」という。）があるときは、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又

はこれに代えて 若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示により生じた

ものであるときは、この限りでない。

２ 乙が前項に規定する履行の追完に応じないときは、甲は、相当の期間を定めて履行の追完の催告を

し、その期間内に履行の追完がないときは、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ

とができる。

３ 前２項の場合において、甲がその契約不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しないと

きは、甲は、前２項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又

は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

（契約内容の変更等）

第６条 甲は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中

止することができる。この場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙

協議して書面をもって定めるものとする。

２ 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この

場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。

（納入期限の延長）

第７条 甲は、次の各号の一に該当すると認めるときは、納入期限を延長することができる。

(1) 乙が天災その他不可抗力による理由により、納入期限内に契約を履行することができないとき。

(2) 乙の責に帰する理由により、納入期限内に契約を履行することができないとき。

２ 前項各号の場合においては、乙は甲に対し遅滞なくその理由を付した書面により、納入期限内にそ

の延長を求めなければならない。

３ 納入期限の延長日数は、書面をもって定めるものとする。

（履行遅滞）

第８条 甲が、前条第１項第２号の規定により、納入期限の延長を承認したときは、乙は、規定の納入

期限の翌日から納入の日までの日数（検査に要した日数を除く。）に応じ、次の式により計算して得た

額を違約金として甲に支払わなければならない。

遅滞日数×２．５％

契約金額（分納した場合は、遅滞に係る額）×───────────

３６５

（権利又は義務の譲渡等）

第９条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、甲の承認を得た場合はこの限りでない。

（契約の解除）

第10条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をしないで、この契約を解除することが

できる。この場合において、乙は、解除により生じた損害賠償を請求することができない。

(1) 乙がこの契約の条項に違反したとき。

(2) 乙が納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。
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(3) 乙から契約解除の申出があったとき。

(4) 乙（乙が法人の場合にあっては、登記簿謄本等に記載されているすべての者）が、この契約の履

行期間中に暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当すると認められた

とき。

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16 年法律第75 号）の規定

により選任された破産管財人

(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14 年法律第154 号）の

規定により選任された管財人

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11 年法律第225 号）の

規定により選任された再生債務者等

３ 乙は、第１項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の100 分の10 に相当する額を違約金

として甲に支払わなければならない。この場合において、乙が既に納入した物品があるときは、乙は、

契約金額から既に納入した物品の数量に単価を乗じて得た金額を控除した金額の100 分の10 に相当す

る額を違約金として 甲に支払わなければならない。

４ 前項の場合において、乙が契約保証金を納付しているときは、甲は、その契約保証金を違約金に充

当するものとし、契約保証金の額が違約金の額を超える場合はその超える額を乙に返還するものとす

る。

（談合の場合の契約解除）

第11条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をしないで、この契

約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害賠償を請求することが

できない。

(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁

止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（第20 条第２項において準用する場合を含む。）、第

８条の２第３項、第17条の２又は第20 条第１項の規定による排除措置命令を受け、行政事件訴訟法

（昭和37 年法律第139号）第14 条第１項又は第２項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったと

き。

(2) 乙が、独占禁止法第７条の２第１項（第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）又

は第７条の９第１項若しくは第２項の規定による課徴金の納付命令を受け、行政事件訴訟法第14条

第１項又は第２項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。

(3) 乙が、前２号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟

について 棄却又は却下の判決が確定したとき。

(4) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が、刑法（明治40 年法律第45 号）第96

条の６若しくは第198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律（平

成12年法律第130号）第４条の規定による刑に処せられたとき。

（甲の帰責事由による契約解除）

第12条 甲は、第10 条第１項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除する

ことができる。

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償

しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。

（賠償金）

第13条 乙は、この契約に関して、第11 条各号の一に該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問

わず、賠償金として契約金額の100 分の10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければなら

ない。

２ 第１項の規定にかかわらず、乙がこの契約に関して第11 条の各号の一に該当することによって生じ

た損害の額が第１項の賠償金の額を超える場合においては、甲がその超える部分に相当する額につき

賠償を請求することができる。

３ 前２項の規定は、この契約を履行した後においても適用するものとする。

（契約保証金の返還）

第14条 甲は、乙がこの契約の全部について履行したときは、契約保証金を返還するものとする。

（費用の負担）

第15条 物品の納入及び検査に要する費用（不合格品の引き取りに要する費用を含む。）は、全て乙の負

担とする。

（個人情報の保護）

第16条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報

取扱特記事項」を守らなければならない。

（その他）

第17条 消費税額及び地方消費税の額は、甲が物品の引渡しを受けた日における税率により計算した金

額とし、契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面をもって定めるものとする。

第18条 この契約について定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。
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個人情報取扱特記事項  

 
（基本的事項）  

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければな

らない。  
 

（秘密の保持）  
第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 
 

（責任体制の整備）  
第３ 乙は、個人情報の適正な取扱いについて、内部における責任体制を構築し、その体

制を維持しなければならない。  
 

（責任者等の届出）  
第４ 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る業務の責任者（以下「責任者」とい

う。）及び業務に従事する者（以下「従事者」という。）を定め、書面によりあらかじめ、

甲に届け出なければならない。これらの者を変更しようとするときも、同様とする。  
２ 乙は、責任者に、従事者がこの特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させ

なければならない。  
３ 乙は、従事者に、責任者の指示に従い、この特記事項に定める事項を遵守させなけれ

ばならない。  
 

（派遣労働者の利用時の措置）  
第５ 乙は、この契約による業務を派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する

派遣労働者をいう。以下同じ。）に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等

個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。この場合の守秘義務の期間

は、第２の期間に準ずるものとする。  
２ 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。  
３ 乙は、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して、派遣労働者による個人情

報の処理に関する責任を負うものとする。  
 

（教育の実施等）  
第６ 乙は、個人情報の適正な取扱い、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記

事項において責任者及び従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な

履行に必要な教育及び研修を、責任者及び従事者全員に対して実施しなければならない。 
２ 乙は、責任者及び従事者に対して、在職中又は退職後においてもその業務に関して知

り得た個人情報を不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならないこと、これ

に違反した場合の罰則規定が個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。

以下「法」という。）にあることその他個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を周知
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しなければならない。  
 

（再委託の禁止）  
第７ 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第

三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為（以下「再委託」という。再委託の

相手方が当該再委託をする者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１

項第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。以下同じ。）をしてはならない。  
２ 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、あらか

じめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承認を得なければな

らない。承認を得た再委託の内容を変更しようとする場合も、同様とする。  

（１）再委託を行う業務の内容  

（２）再委託で取り扱う個人情報  

（３）再委託の期間  

（４）再委託が必要な理由  

（５）再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先）  

（６）再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者  

（７）再委託の相手方に求める個人情報の適正な取扱いに関する措置の内容  

（８）再委託の相手方の監督方法  

３ 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと

もに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方に

よる個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。  

４ 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の適正な取扱

いの方法について具体的に規定しなければならない。  

５ 乙は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理及び監督するととも

に、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。  

６ 第２項から前項までの規定は、再委託の相手方が更に再委託（以下「再々委託」とい

う。）を行う場合以降について準用する。これらの場合において、「乙」とあるのは「再々

委託する者」等と、「再委託の相手方」とあるのは「再々委託の相手方」等と、「再委託

契約」とあるのは「再々委託契約」等と委託の段階に応じて読み替えるものとする。  
 

（取得の制限）  
第８ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務を達成す

るために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。  
 

（目的外利用及び提供の禁止）  
第９ 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た

個人情報を契約以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。  
 

（複写又は複製の禁止）  
第１０ 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から

引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為

をしてはならない。  
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（個人情報の安全管理）  
第１１ 乙は、この契約による個人情報の取扱いについて、法に基づく安全管理措置を講

ずるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の安全管理のために必要かつ

適切な措置を講じなければならない。  
（１） 個人情報を取り扱う業務、個人情報の範囲及び従事者を明確化し、取扱規程等

を策定すること。  
（２） 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、

情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見

直しを行うこと。  
（３） 従事者の監督・教育を行うこと。  
（４） 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒

体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除、機器及び電子媒体等の

廃棄を行うこと。  
（５） アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、

情報漏えい等の防止を行うこと。  
 

（漏えい等の防止）  
第１２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏え

い、滅失及びき損（以下「漏えい等」という。）の防止その他個人情報の適正な管理のた

めに必要な措置を講じなければならない。  
２ 乙は、甲からこの契約による業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受け

る場合は、甲が指定した手段、日時及び場所で引渡しを受けた上で、甲に受領書を提出

しなければならない。  
３ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を取り扱う場所（以下「作業場

所」という。）を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場

所を変更する場合も、同様とする。  
４ 乙は、甲が承認した場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を特

定した作業場所から持ち出してはならない。  
５ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を運搬する場合は、その方法（以

下「運搬方法」という。）を特定し、甲に届け出なければならない。その特定した運搬方

法を変更しようとする場合も、同様とする。  
６ 乙は、従事者に対し、身分証明書を常時携帯させるとともに、事業者名を明記した名

札等を着用させて業務に従事させなければならない。  
７ 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体（以下「パ

ソコン等」という。）を台帳で管理するものとし、甲が承認した場合を除き、当該パソコ

ン等を特定した作業場所から持ち出してはならない。  
８ 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等その他の私用物を持

ち込んで使用してはならない。  
９ 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人

情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。 
１０ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、秘匿性等その他の内容に

応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。  
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 （１） 個人情報は、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等

に保管しなければならない。  
（２） 個人情報を電子データとして保存又は甲の承認を得て持ち出す場合は、暗号化

処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。  
（３） 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録されたパソコン等及

びそのバックアップの保管状況並びに個人情報の正確性について、定期的に点検

しなければならない。  
（４） 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は

複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、日時及び担当者を記録しなければならない。  
 

（返還、廃棄又は消去）  
第１３ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、業務の完了時に、

甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。  
２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄又は消去する場合は、事

前に廃棄又は消去すべき個人情報の項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法及び処理

予定日を書面により甲に提出し、甲の承認を得なければならない。  
３ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物

理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなけれ

ばならない。  
４ 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による業務に関して知り得た個人情報を消去

する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、

復元できないように確実に消去しなければならない。  
５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければ

ならない。  
６ 乙は、個人情報を廃棄又は消去した場合には、甲に対し、その日時、担当者名及び廃

棄又は消去の内容を記録した書面で報告しなければならない。  
 

（報告）  
第１４ 乙は、甲からこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いの状況について

報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告し

なければならない。  
２ 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなけれ

ばならない。  
 

（監査及び検査）  
第１５ 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の処理に係る個人情

報の取扱いについて、この特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどう

かを検証及び確認するため、乙及び再委託の相手方（第７に基づき再々委託を行う場合

以降の当該再々委託の相手方等も、同様とする。以下同じ。）に対して、随時、実地の監

査又は検査をすることができる。  
２ 甲は、前項の目的を達するため、乙及び再委託の相手方に対して必要な情報を求め、

又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。  
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３ 乙は、甲からこの契約による業務の処理に関して改善を指示された場合には、その指

示に従わなければならない。  
 

（事故発生時の対応）  
第１６ 乙は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した

場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、当該事故に係る個人情報の

内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わ

なければならない。  

２ 乙は、前項の漏えい等の事故があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措

置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該事故に係る事実関係を当該漏えい

等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置

を講ずるものとする。  

３ 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限

り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければ

ならない。  
４ 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要

に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。  
 

（契約の解除）  
第１７ 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合には、この契約の全部又

は一部を解除することができる。  
２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその

損害の賠償を求めることはできない。  

 

（損害賠償）  

第１８ 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被

った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。  
 
 
 
 「甲」は発注者を、「乙」はこの契約による業務の受注者をいう。  
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